


３ 参加資格確認申請書の提出

（１）提出書類 一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号） １部

（２）提出方法 持参又は郵送

（３）提出場所 さくら市建設部都市整備課花と緑の小都市推進室

（４）提出期間 本公告日から令和７年 11月 13 日（木）まで【必着】

（「さくら市の休日を定める条例」に規定する休日（以下「市の休日」という。）を除く。）

（５）提出時間 午前９時から午後５時まで（ただし、持参の場合は正午から午後１時までを除く。）

（６）特記事項 期間内に参加資格確認申請書を提出しない者又は参加資格がないと認められる者は、この

入札に参加できません。入札参加を希望する者又は入札に参加する可能性のある者は、必

ず提出してください。

４ 入札参加資格認定通知

令和７年 11 月 17 日（月）午後５時までにメールにより連絡します。なお、後日、入札参加資格認定通知書（様

式第２号）を郵送します。

５ 入札説明書に関する質問

（１）提出書類 入札説明書に関する質問書（様式第３号） １部

（２）提出方法 持参、FAX又はメール

※FAX又はメールで提出した場合は、必ず電話で送信されたことを連絡してください。

（３）提出場所 さくら市建設部都市整備課花と緑の小都市推進室

（４）提出期間 本公告日から令和７年 11月 13 日（木）まで【必着】

（市の休日を除く。）

（５）提出時間 午前９時から午後５時まで（ただし、持参の場合は正午から午後１時までを除く。）

６ 入札説明書に関する質問の回答

公平性を必要とする入札公告や区画等に関するものの質問については、令和７年 11 月 17 日（月）午後５時ま

でに市ホームページに一括して掲載します。

ただし、その他一般的なもの（公平性を必要とする入札公告や区画等に関するものを除くもの）については、本

公告日から令和７年 11 月 13 日（木）まで随時受付を行い、必要に応じてその内容を令和７年 11 月 17 日（月）

午後５時までに市ホームページに掲載します。

※なお、公平性を保つため、電話又は窓口等による口頭での問合せについては一切受け付けません。

７ 入札の手続等

（１）提出書類

入札書（様式第５号）

（２）提出方法

持参又は郵送

※郵送にて提出の場合は、未然にトラブルを防ぐため、必ず書留郵便にて発送してください。

（３）提出場所

さくら市建設部都市整備課花と緑の小都市推進室

（４）提出期間

令和 7年 11月 19 日（水）から令和 7年 11 月 25 日（火）【必着】

（５）提出時間

午前９時から午後５時まで（ただし、持参の場合は正午から午後１時までを除く。）

（６）開札の日時

令和 7年 11月 28 日（金） 午後２時

（受付：午後１時 30 分から）



（７）開札の場所

さくら市役所第２庁舎２階第１会議室

（８）入札の回数

１回のみ

（９）入札内容

毎月の販売金額に対する「提案率」をアラビア数字で小数点以下第１位まで記入すること。

（10）入札保証金・契約保証金

免除

（11）入札立会い

応札者立会いのもと開札を行います。開札当日、会場にお越しください。

代理人が出席する場合は、委任状（様式第４号）を持参ください。委任状に押印がない場合は立会いを認め

ませんので、ご注意ください。２件以上の物件の入札に参加する場合でも、委任状は１通で差し支えありませ

ん。

また、最高提案率の入札が２者以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。なお、応札者立会人

が不在の際にくじ引きとなった場合は、当該入札事務に関係のない市職員がくじを引くこととします。

８ 入札の基本事項

（１）入札参加資格が認定された方は、入札参加資格認定通知書に記載する日時および場所において入札書

を提出すること。この入札に参加されない場合は、競争入札辞退届（様式第６号）を令和７年 11 月 25 日（火）

午後５時までに持参又は郵送によりさくら市建設部都市整備課花と緑の小都市推進室に提出すること。

（２）入札結果については、落札者の決定後、落札者名および入札参加者数等を市ホームページに公表しま

す。

９ 入札の注意事項

（１）入札書に必要な事項を記載し、記名押印のうえ封筒に入れ割印をすること。なお、封筒表面に入札件名、

入札番号、区画番号、入札者の住所および氏名（法人にあたっては、所在地、名称および代表者名）、「入札

書在中」を記載した状態で持参もしくは郵送すること。

（２）上記（１）に記載の入札書および封筒は、必ず入札番号ごとに作成すること。１枚の封筒に複数の入札書を

同封した場合は無効とします。

（３）郵送にて提出の場合は、二重封筒とし、上記（１）を中封筒とし、外封筒に宛先、入札件名、入札者の住所

および氏名（法人にあたっては、所在地、名称および代表者名）、「入札書在中」を記載し提出すること。

（４）入札書には、黒字のボールペン（消えるボールペン不可）又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、

鮮明に押印すること。

（５）脱字又は誤字を加除訂正した場合は無効とします。訂正はせず、再度作成すること。

（６）入札者は、理由の如何に関わらず、その投入した入札書の書換え、引換え又は撤回はできません。

（７）前各項に違反する入札および下記【さくら市入札執行事務処理要領（平成 17 年さくら市訓令第 45 号）第

６号】の規定に該当する入札は無効とします。

ア 入札に参加する資格を有しない者のした入札

イ 同一の入札について２人以上の代理をした者のした入札

ウ 同一の入札について他の入札者の代理をした者のした入札

エ 同一の入札について同一の入札者が２通以上提出した入札

オ 記載事項が不明瞭で判読できない入札

カ 入札期日に持参しない入札

キ 入札に際して虚偽又は不正の行為があったとき（この場合においては、当該工事等の箇所に係るその後の

入札の参加を無効とする。）

ク 金額を訂正した入札書を提出したとき。

ケ その他入札に関する条件に違反したとき。

（８）入札参加者の事前公表は行いません。



10 入札の中止

不正な入札が行われる恐れがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止、

又は入札期日を延期することがあります。

11 落札者の決定方法

（１）有効な入札を行った者のうち、本市が定める最低提案率以上で最も高い率を提示した者を落札者とします。

（２）最高提案率の入札が２者以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。なお、応札者立会人が不

在の際にくじ引きとなった場合は、当該入札事務に関係のない市職員がくじを引くこととします。

（３）入札回数は１回とします。

（４）入札に参加する者が１人である場合においても、原則として入札を執行するものとします。

12 その他

一般競争入札参加資格確認申請書、入札書等は指定の様式を使用すること。

13 照会先

さくら市建設部都市整備課花と緑の小都市推進室

郵便番号 329-1392

住所 栃木県さくら市氏家 2,771 番地（第２庁舎１階）

TEL 028-681-1120

FAX 028-681-1482

メール toshiseibi@city.tochigi-sakura.lg.jp


